
　  社高校の生徒によるもち麦収穫体験！
　5月19日、社高校生活科学科の課題研究の授業で地方創生を専攻する生
徒たちが、地元で収穫されたもち麦を使って「地域を盛り上げたい」という
取組みの一環として、中古瀬地区のもち麦の収穫を体験しました。
　生徒たちは加西農業改良普及センターの職員から、もち麦の刈り方を教
わった後、慎重にもち麦を鎌で刈り取りました。生産者をはじめ、JAみの
り、加西農業改良普及センター、株式会社マルヤナギ小倉屋、市職員も、生徒
たちのもち麦の収穫に協力しました。
　この日刈り取ったもち麦は、生徒たちがいくつかの束に分けてわらで結
びました。麦を束にして乾燥させることで、もち麦の水分が減って品質の劣
化を防ぐことができます。
　収穫を体験した生徒は、「収穫は大変でしたが、こうした苦労があっても
ち麦ができているんだと知ることができ、とてもいい経験になりました。」
と振り返りました。
　今後もち麦を余すことなく活用するため、生徒たちは、麦わらの活用方法
についても検討していく予定です。

　   令和4年産もち麦収穫
　5月末、市内でもち麦の収穫が行われました。加東市でもち麦の
栽培が始まってから、5回目の収穫となります。
　もち麦は湿気に弱く、収穫時期に雨が降ると品質に影響が出る
ため、この時期の雨はもち麦にとって避けたいところです。
　今年は例年よりもち麦の穂の成熟が遅く、梅雨入り前に収穫で
きるかが心配されましたが、何とか梅雨入り前に収穫を終えるこ
とができました。
　収穫されたもち麦は、異物除去・乾燥・調製
等の工程を経て、精麦工場に運ばれます。

＼╲加東市もち麦活用協議会が加東市産もち麦に関する「旬」の情報をお届け / ／

㉄産業振興部農政課(庁舎3階)　☎43-0518

●支給対象
下記の🅰、🅱のいずれかに該当する方
　🅰令和4年4月分の児童手当または特別児童扶養手当を
　　受給し、令和4年度分の住民税均等割が非課税の方
　　⇒申請不要〈7月27日㈬に支給予定〉
　🅱平成16年4月2日から令和5年2月28日までの間に生
　　まれた児童(障害がある児童については、申請日時点
　　で20歳未満)の養育者で、下記のあ、いのいずれかに
　　該当する方
　　あ令和4年度の住民税均等割が非課税の方
　　い令和4年1月以降に、新型コロナウイルス感染症感
　　　染拡大の影響により家計が急変し、急変後1年間の
　　　収入見込み額が非課税相当限度額〈表2〉未満の方
　　⇒あ、いともに、申請必要

●支給額
　児童1人当たり　5万円　　※1、2の給付金を併給することはできません。

●申請方法
　申請に必要な書類が世帯ごとに異なりますので、詳しくは福祉総務課へお問い合わせください。

●申請期限
　令和5年2月28日㈫

㉄低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金窓口(健康福祉部福祉総務課(庁舎1階))　☎43-0408

税別

情報更新中！

一級建築士事務所

税理士法人 佐藤会計事務所（税理士：三宅　真介） 小野市王子町800-1（小野商工会館 1階）

相　　続
生前贈与
新規開業
法人設立 ☎ 0794－63－3548 初回相談無料初回相談無料

30代の若手税理士が対応いたします。まずはお気軽にお電話下さい！

『相続税がかかるかどうか心配…』
　『新しく事業を立ち上げたい！』

小野市　佐藤会計

相続に役立つ税理士コラム等
各種ＳＮＳ配信中です　　→
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